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2026 年２月 

フェアコンサルティンググループは、世界 20 カ国/地域・36 のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの

直営拠点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オセアニア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。

現地の情報収集目的などにご活用ください。 

今月の掲載国は、以下のとおりです。（五十音順。国名をクリックすれば該当ページへ飛びます。） 

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、マレーシア 

 

 

 インド 

PoSH 法対応チェックリスト 

「職場における女性に対するセクシュアル・ハラスメントの防止、禁止および救済に関する法律（2013 年）（以下

「PoSH 法」）」により法的に義務付けられている内部委員会（Internal Committee）は年次報告書を地区担当

官（District Officer）へ提出することが義務付けられています。今回は年次報告書を漏れなく、矛盾なく作成するた

めのチェックリストを見ていきたいと思います。 

本チェックリストは PoSH 法上の法定提出物ではありませんが、年次報告書の内容および内部委員会の実効的運用

を確認するための州当局作成の実務ツールであり、当局から要請があった場合に提出できるよう、社内自己点検用とし

て活用ことをおすすめいたします。以下はグルガオンの地区担当官により作成されたチェックリストの和訳となります。 

 

1. 方針 

a. 貴社では職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止、予防および救済を目的とし、ジェンダーに配慮した安全な

職場環境を促進し、女性に対する敵対的な職場環境を生み出す根本的要因を排除するための社内 PoSH 方針

を策定・実施していますか。 

b. セクシュアル・ハラスメントは貴社の雇用契約書、または就業規則、あるいはスタンディング・オーダー（Standing 

Orders）において不正行為の一形態として明記されていますか。 

c. PoSH 法に基づき、貴社の事業所において内部委員会を設置していますか。 

 

2. 掲示 

a. 職場内の目立つ場所において、貴社のセクシュアル・ハラスメントに対する姿勢および、そのような行為に及んだ場合

の結果について、従業員に周知するための十分な掲示を行っていますか。 

b. 職場内の目立つ場所において、内部委員会のメンバーに関する十分な情報を、ヒンディー語、英語および地域言

語で提供していますか。これにより従業員およびスタッフが当該委員会に連絡できるようになっていますか。 
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3. 従業員への認知向上および支援 

a. 貴社ではセクシュアル・ハラスメントに対する貴社の方針、およびセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行った場

合の結果について従業員に認識させるため、定期的にワークショップ、啓発プログラム、またはセミナーを実施していま

すか。 

b. これらの啓発プログラムにおいて、契約社員（警備員、トイレ清掃員、作業員、運転手、荷役作業員等を含む）

を含むすべての従業員を対象としていますか。 

c. 貴社では本法に基づく従業員の権利について周知するための取り組みを行っていますか。 

d. セクシュアル・ハラスメントを受けた従業員が苦情委員会へ相談する際、またセクシュアル・ハラスメントによる心理的

その他の影響に対処する際に支援を提供するための制度または手続はありますか。 

e. 貴社では被害を受けた個人がインド刑法（1860 年法律第 45 号）、または現在有効なその他の法律に基づき

警察署に刑事告訴を行うための支援を提供していますか。 

 

4. 内部委員会 

a. 本法第 4 条(i)では、すべての職場の使用者は書面による命令により「内部委員会」と称される委員会を設置しな

ければならないと規定されています。 

b. 事業所または管理部門が異なる場所、または部門・小区分単位に所在している場合にはすべての管理部門または

事業所において内部委員会を設置しなければならないことにご留意ください。 

c. 「職場における女性に対するセクシュアル・ハラスメントの防止、禁止および救済に関する法律（2013 年）」に定め

られた条件に従い、内部委員会に必要な人数の委員を確保していますか。 

d. 内部委員会のメンバー向けオリエンテーションプログラムを実施しましたか。 

e. 内部委員会のメンバー向けの能力開発およびスキル向上ワークショップを実施していますか。 

f. セクシュアル・ハラスメント案件の手続を行うために内部委員会に必要な設備・便宜を提供していますか。 

 

5. 苦情委員会の勧告への対応状況 

a. 暫定措置に関して内部委員会／地方委員会（IC/LC）の勧告に従いましたか。 

b. 最終決定に基づき定められた期間内に IC／LC の勧告を実施しましたか。 

c. 内部委員会の運営状況およびパフォーマンスを全体的な観点からモニタリングしていますか。 

 

6. 報告 

a. 内部委員会はセクシュアル・ハラスメント案件の手続に関する年次報告書を所定の当局に提出していますか。 

b. PoSH 法第 22 条に基づき、貴社の年次報告書において未解決および解決済みのセクシュアル・ハラスメント案件に

関する情報を含めていますか。 
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c. 会社（会計）規則 2014 年（Companies (Accounts) Rules, 2014）第 8 規則に記載のとおり、貴社が

PoSH 法に基づく内部委員会の設置に関する規定を遵守している旨の記載を含めていますか。 

 

以上 

Fair Consulting India Pvt. Ltd. 

Unit No.138, 139 & 140 , 1st Floor, JMD Mega Polis, Sector 48, Sohna Road, Gurgaon, 

Haryana 122-002 INDIA  

Tel：+91 124 410 2637 

岩瀬 雄一（日本国公認会計士）y.iwase@faircongrp.com  

 

 

 インドネシア 

1. 経済・社会ニュース 

【中央銀行、政策金利 4.75％を据え置き――成長支援とルピア安定の両立を継続】 

インドネシア中央銀行（Bank Indonesia）は、2026 年 2 月 18〜19 日の金融政策会合において政策金利

（BI-Rate）を 4.75％に据え置く決定を行い、併せて預金ファシリティ金利 3.75％、貸出ファシリティ金利 5.50％を

維持した。今回の判断は、世界的な金融不確実性下におけるルピア安定を重視しつつ、インフレ目標（2.5±1％）

および経済成長の下支えを図る政策スタンスを反映したものである。中銀は、流動性インセンティブを通じた銀行貸出

の促進、為替市場介入や国債買入による為替安定化、デジタル決済拡大の支援など、金融・マクロプルーデンス両面

での緩和効果の波及継続を示唆した。実体経済では、2025 年の成長率は 5.11％となり、2026 年は内需および

政策刺激に支えられ 4.9〜5.7％の成長が見込まれている。インフレは抑制的水準にあり、対外部門も潤沢な外貨準

備を背景に安定を維持している。銀行部門についても、高い自己資本比率と低位の不良債権比率により健全性が保

たれており、デジタル取引は引き続き高い伸びを示している。総じて Bank Indonesia は、持続する外部不確実性を

踏まえつつ、金融・財政・金融システム政策の連携によりマクロ経済の安定確保と成長モメンタムの維持を図る姿勢を

強調している。 

 

 

 

 

 

mailto:y.iwase@faircongrp.com
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【非ハラル表示を義務化へ――インドネシア、ハラル製品保証制度で透明性を強化】 

インドネシアのハラル製品保証実施機関（BPJPH）は、ハラル製品保証法（2014 年法律第 33 号）に基づき、

国内で製造・流通する非ハラル製品について、明確な非ハラル表示の義務付けを改めて確認した。本方針は製品流

通の制限ではなく、法的確実性および消費者保護の確保を目的とするものであり、表示要件を満たす限り、ハラル認

証製品および非ハラル製品の双方が市場流通可能である点が強調されている。具体的には、判読可能かつ明確な識

別表示に加え、ハラル・トレーサビリティ原則に沿った流通経路上の分離管理を求め、混在や交差汚染の防止を図る

内容である。本制度は、国内外における市場信頼の向上とともに、透明かつ公正なビジネス環境の構築を企図するも

のと位置付けられている。さらに BPJPH は、ハラル基準の国際的重要性の高まりにも言及し、中国、米国、オーストラリ

ア、ブラジルなどが品質基準および市場参入要件としてハラル認証を採用している動向を紹介し、ハラル制度を消費者

保護の枠組みであると同時に経済成長の推進要因として位置付けている。 

 

【高糖質表示を義務化へ、全事業者を対象に食品安全規制を強化】 

インドネシア食品医薬品監督庁（BPOM）は、2026 年政府規則第 1 号（食品安全）に基づき、高糖質の食

品・飲料に対する表示義務を、零細・中小企業（SME）を含む全事業者に適用する方針を確認した。本制度は、

非感染性疾患の主要因とされる糖分・塩分・脂肪の過剰摂取の抑制を目的とし、WHO および FAO のコーデックス委

員会（Codex Alimentarius）等の国際基準を参照した明確な表示を求める内容である。実施は段階的導入とさ

れ、関係省庁間の規制調和を経て正式施行される見通しであり、2026 年中の制度整備完了が目標とされている。

本施策は、消費者認知の向上と健康リスク対策を柱とする政府の包括的方針の一環に位置付けられ、特に若年層に

おける糖尿病罹患率の上昇といった公衆衛生上の課題への対応を意図するものである。 

 

【2026 年 3 月より 13〜16 歳の SNS 利用を制限へ――電子システム下の児童保護規制が始動】 

インドネシア政府は、電子システムにおける児童保護を定めた政府規則第17号（いわゆるPP Tunas）に基づき、

2026 年 3 月より 13〜16 歳の未成年者に対するソーシャルメディア利用の制限を導入する方針である。学術的見

解として、思春期初期にある当該年齢層は認知・情緒の成熟が途上にあり、不安の増幅、情動調整の不安定化、デ

ジタル依存、不適切コンテンツへの曝露といったリスクに脆弱である点が指摘されている。本政策は保護的措置として位

置付けられるが、その実効性は運用次第であり、厳格な規制よりも教育的かつ段階的なアプローチの方が望ましい成

果をもたらす可能性が示唆されている。また、保護者、教育機関、メンタルヘルス専門家による統合的支援の必要性

が提言されるとともに、オーストラリア、デンマーク、ノルウェー等における類似の規制動向にも言及されている。 

 

以上 
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 オーストラリア  

2026 年度フリンジ・ベネフィット税（FBT）申告 

2026 年度フリンジ・ベネフィット税（FBT）の課税年度がまもなく終了します。今回は、FBT の概要と 2026 年度

における申告期限及び各種レート、並びに事前準備のポイントについて紹介します。 

① FBT の概要 

FBT は従業員（その家族等の関連者を含む）に対して雇用に関連して提供される現金給与以外の経

済的利益（ベネフィット）に課税される税金で、納税義務は雇用者（会社）にあります。 

② FBT 対象となるベネフィットの例 

• 会社が従業員の家賃を負担 

• 会社が従業員に車を提供し私用（通勤含む）で使用 

• 会社が従業員に駐車場を提供 

• 会社が従業員の個人所得税を負担 など 

③ FBT 課税年度（2026 年度） 

2025 年 4 月 1 日〜2026 年 3 月 31 日 

④ 申告・納付期限（2026 年度） 

2026 年 5 月 21 日 

（会計事務所等の Tax Agent を利用する場合かつ電子申告の場合は 2026 年 6 月 25 日） 

  

PT FAIR CONSULTING INDONESIA 

16th Floor MidPlaza 1 Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Indonesia 

TEL：+62 21 570 6215  

加藤 寛（日本国公認会計士）hi.kato@faircongrp.com 

Pahala Alexandra Lumbantoruan（Alex、コンサルタント）alexandra@faircongrp.com 

                                     YouTube で動画公開しています。 

https://youtu.be/ZnNuGrKXb4U 

https://youtu.be/cIMdKlolMSI 

 

mailto:hi.kato@faircongrp.com
mailto:alexandra@faircongrp.com
https://youtu.be/ZnNuGrKXb4U
https://youtu.be/cIMdKlolMSI
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⑤ FBT 計算（2026 年度） 

フリンジ・ベネフィット税額 

＝（ベネフィット課税対象額×タイプ別グロス・アップ・レート）×フリンジ・ベネフィット税率 

 

タイプ 1 グロス･アップ・レート 

（GST 控除対象の場合） 
2.0802 

タイプ 2 グロス･アップ・レート 

（GST 控除対象外の場合） 
1.8868 

フリンジ・ベネフィット税率 47％ 

※2025 年度からの変更はありません。 

⑥ 事前準備のポイント 

• 勘定科目の区分：FBT に該当する費目について、日々の仕訳入力時に FBT 用の科目を設定して

区分しておくと、FBT 申告の際の集計がしやすくなります。 

• ログブック（Logbook）の記録：従業員に供与されている社用車について、ログブックでプライベート

目的及びビジネス目的ごとの使用状況を記録しておくことにより、FBT 金額を低くすることができる場合

があります。なお、ログブックは連続する 12 週間以上の期間についての記録が必要となります。 

 

※当ニュースレターの内容に関してアドバイスなど必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。                                                                 

以上 

 

 

Fair Consulting Australia Pty Ltd. 

Level 31, 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia 

Tel：+61 3 9225 5013 

讃岐 修治（豪州公認会計士） 

sh.sanuki@faircongrp.com 

鳥居 裕司（日本国公認会計士/米国公認会計士/豪州・ニュージーランド国勅許会計士） 

hi.torii@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

https://youtu.be/7ORNm--fGSc 

  

mailto:sh.sanuki@faircongrp.com
mailto:hi.torii@faircongrp.com
https://youtu.be/7ORNm--fGSc
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 シンガポール 

シンガポールにおけるグローバルミニマム課税について 

シンガポールでは、2025 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度から、BEPS 2.0 の第 2 の柱に基づき多国籍企

業トップアップ税 (MTT: Multinational Enterprise Top-up Tax) 及び国内トップアップ税 (DTT: Domestic 

Top-up Tax) が導入されました。 

 

本制度の対象は、最終親会社 (UPE: Ultimate Parent Entity) の連結財務諸表において、直近 4 会計年

度のうち少なくとも 2 期間において年間総収入が 7 億 5,000 万ユーロ以上であり、かつシンガポール国内に少なくとも

1 つの構成事業体 (CE: Constituent Entity) 等を有する場合が該当し、登録や申告手続きが求められます。 

 

MTT : シンガポール国外にある構成事業体の低課税所得に対する課税。 

DTT : シンガポール国内にある構成事業体の低課税所得に対する課税。 

 

対象となる場合、以下のスケジュールに沿って対応が必要となります。 

登録システム稼働・登録）2026 年 5 月以降受付開始予定 

登録期限）UPE の決算終了後 6 ヵ月 * 例えば、親会社の決算が 2026 年 3 月末の場合は 2026 年 9 月末が

期限 

申告期限）UPE の決算終了後 15 ヵ月 (移行年度は+3 ヶ月される。) 

納付期限）上記申告期限から 1 ヶ月 

以上 

 

 

Fair Consulting Singapore Pte. Ltd. 

8 Temasek Boulevard #35-02A Suntec Tower Three, Singapore 

TEL：+ 65 6338 3180 

道中 泰雄（日本国公認会計士/公認内部監査人）ya.michinaka@faircongrp.com 

伊藤 潤哉（日本国公認会計士）ju.ito@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

                          https://youtu.be/T3Jp3zIdM80  

mailto:ya.michinaka@faircongrp.com
mailto:ju.ito@faircongrp.com
https://youtu.be/T3Jp3zIdM80
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 タイ  

タイ商務省事業開発局による法人登記審査の強化について 

タイ商務省事業開発局（Department of Business Development：DBD）は、2025 年 12 月 1 日付で

法人登記審査の強化に関する新たな告示を公表し、2026 年 1 月 1 日より施行しました。 

 

今回の改正では、法人設立時における実体確認および関係者情報の審査が強化されています。 

主な内容は以下のとおりです。 

 

1．ノミニー・名義貸し対策の強化 

法人設立時における株主・取締役等の情報確認が従来より厳格化されています。 

登記審査において、形式的な書類確認に加え、関与者に関する情報や法人の実体に関する確認が強化される内容

となっています。 

 

2．マネーロンダリング対策との連携 

DBD は関係機関との情報連携を強化しています。 

具体的には、タイのマネーロンダリング防止局（Anti-Money Laundering Office：AMLO）等との情報共有を通

じ、法人設立に関与する人物の確認体制が整備されています。 

 

3． 登記情報の正確性確保 

登記住所および署名認証に関しても、確認体制の見直しが行われています。 

具体的には、以下の対応が示されています。 

⚫ 登記住所については、住民登録データとの照合等を通じた確認の強化 

⚫ 署名認証については、認証を行う専門家の資格および責任範囲の明確化 

 

今回の改正により、法人設立、役員変更、住所変更等の登記手続きにおいて、追加資料の提出や審査期間の長

期化、株主・取締役等に関する確認事項の増加が見込まれます。 

特に、外国人株主を含む案件や資本関係が複雑なケースでは、従来以上の説明資料が求められる可能性があります。 

法人設立や登記変更をご検討の際には、事前の資料整備および十分な準備が重要となります。 

 

タイ商務省事業開発局通達 第 2/2564 号 

https://www.dbd.go.th/storage/law/4a6172e8-8b0c-4498-ad39-e72914e0e20b.pdf 

 

https://www.dbd.go.th/storage/law/4a6172e8-8b0c-4498-ad39-e72914e0e20b.pdf
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電子的手段による源泉徴収税納付期限の延長措置について 

2026 年 2 月 6 日付の財務省告示により、電子源泉徴収システム（e-Withholding Tax）を通じて納付する

源泉徴収税について、特定期間に係る納付期限の特例延長措置が設けられました。 

 

本措置は、2026 年 1 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までに発生した源泉徴収税を対象とし、納付期限を 2026

年 4 月 30 日まで延長するものです。 

 

当該期間内に電子システムを通じて申告・納付を行った場合、延滞税、加算税および刑事罰金は課されません。 

本措置は、電子源泉徴収制度の円滑な運用および利用促進を目的とする一時的な特例となります。 

 

財務省告示 

 

以上 

 

 

 ニュージーランド 

インベストメント・ブースト制度（Investment Boost）アンケート結果について 

 

インベストメント・ブースト制度の概要 

1. 2025 年 5 月 22 日以降に購入（または建設完了）し、事業で使用可能となった減価償却資産について、

取得原価の 20%を当期の控除（費用）として計上し、残り 80%は通常どおり減価償却を行います。 

2. 対象は、新品または NZ で初めて使用される減価償却資産（例：商業・工業用建物、機械・設備、車両

等）です。 

3. NZ で調達した中古資産、住宅用建物や特定の無形資産（特許等）は対象外。 

 

 

Fair Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

1319 APAC TOWER, 21st Floor, Unit 5, Sukhumvit Road,  

North Prakanong, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 

Tel：+ 66 2 726 9772 

大谷 祐輔（日本国公認会計士）yu.otani@faircongrp.com 

山本 有里子（コンサルタント）yu.yamamoto@faircongrp.com 

中島 弘貴（日本国公認会計士）hi.nakajima@faircongrp.com 

 

https://www.faircongrp.com/wp-content/uploads/2026/02/Ministry-of-Finance-Announcement-06.02.2026.pdf
mailto:yu.otani@faircongrp.com
mailto:yu.yamamoto@faircongrp.com
mailto:hi.nakajima@faircongrp.com
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アンケート実施（IRD ブリーフィング：BN2026/042） 

IRD は、当該制度導入初期における企業の反応を把握するため、納税者向けアンケート結果と資産タイプ別の実

効限界税率（EMTR）への影響推計をまとめたブリーフィングノートを 2026 年２月 10 日に公表しました。 

 

アンケート対象 

• 企業 800 社超が任意で参加。 

 

調査結果 

• 2025 年に資産購入を行い、かつ制度認知が一定程度ある企業（379 社）のうち、40%が「過去 12 か

月間の資産購入のための支出が本制度により増加した」と回答。 

• 今後 5 年間に投資を予定している企業のうち約半数（49%）が、制度が投資計画にプラスの影響を与え

ていると回答。 

• 過半数（57%）は投資計画の他要素も調整（購入時期 33%、優先順位 25%、新品・中古の選択

23%、購入 vs リース 20% 等）。 

 

税負担の軽減について 

インベストメント・ブースト制度は、資産への新規投資に対して税務上の控除（損金算入）のタイミングが早まることで、

実効限界税率を引き下げる効果が期待されます。実効限界税率が低下すると、税制によって投資収益から差し引か

れる部分が小さくなり、投資採算が合う案件が増えることで、NZ の設備投資増につながる可能性があります。 

 

※ 当ニュースレターの内容に関してアドバイスなど必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。 

以上 

 

 

 

Fair Consulting New Zealand Limited 

Level 7, 50 Albert Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand 

Web：https://www.faircongrp.com/ 

藤原 裕美（豪州公認会計士）hi.fujiwara@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

 https://youtu.be/3zTNAi5q29s 

https://www.faircongrp.com/
mailto:hi.fujiwara@faircongrp.com
https://youtu.be/3zTNAi5q29s
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 フィリピン 

1. BIR が税務調査の再開と新しい指針を公表 

フィリピン内国歳入庁（BIR: Bureau of Internal Revenue）は、歳入庁覚書命令（RMO: Revenue 

Memorandum Order）第 1-2026 号にて、2025 年に一時停止されていた税務調査の再開と、透明性および公

正性を強化するための新しい指針を発表しました。本 RMO に関する主なポイントは以下の通りです。 

• 単一調査のフレームワーク（Single-Instance Audit Framework）が導入され、同一課税年度に対する複

数 eLA の発行が原則禁止となります。これにより、課税年度毎に発行される eLA（Electronic Letter of 

Authority）は 1 件のみとなります。 

• 2026 年 3 月 4 日より、同一納税者・同一年度の複数 eLA は自動的に統合され、統合された eLA が発行さ

れます。統合された eLA が発行された場合、従前の eLA は無効となります。 

• 税務調査の対象納税者の選定が自動化され、BIR職員の裁量による選定が事実上廃止されます。新たなeLA

発行は、本 RMO の Annex A に定められた基準に基づき、システムにより生成されるリストに沿って行われます。

ただし、システム支援による対象納税者の選定や eLA 発行に関する包括的な規定は、2026 年 4 月 16 日ま

でに発行される予定です。 

標準チェックリスト（Annex B）の使用義務や、事前調査通知（NDO: Notice of Discrepancy）発行後

の不一致協議における議事録作成、納税者（または権限のある代理人）の署名など、各手続きに関する規定

が明確化されました。また、違反行為があった場合の BIR 職員への罰則なども明示されています。権限のない税

務調査や権限の濫用、その他本 RMO の規定に違反する疑いがある場合、納税者は contact_us-

LOA@bir.gov.ph を通じて BIR に報告することができます。 

 

本 RMO により、これまで納税者の大きな負担となっていた税務調査のプロセスが改善されることが期待されます。一

方で、実際の税務調査の手法や基準が不明確であるという指摘もある中で調査が再開されるため、納税者の不安が

完全に払拭されたとは言い難い状況です。弊社では今後の動向を注視するとともに、最新の通達や規定が発行されま

したら、引き続き本ニュースレターにて情報発信してまいります。 
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2. SEC が実質的支配者情報の開示のための電子システムを導入 

フィリピン証券取引委員会（SEC: Securities and Exchange Commission）は、2026 年 1 月 30 日付け

で、企業の実質的支配者情報の開示（BOD: Beneficial Ownership Declaration）を、専用の電子システム

（HARBOR: Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry）を通じて行

うことを義務付けました。従来は、GIS（General Information Sheet）と合わせて eFAST（Electronic Filing 

and Submission Tool）での提出が求められていましたが、今後は eFAST の提出権限者（Authorized Filer）

が HARBOR を通じて BOD を提出することになります。これに伴い、全ての提出権限者は eSECURE（Electronic 

SEC Universal Registration Environment）へのアカウント登録が必要となります。本通達に係る具体的な必

要手続きや対応につきましては、弊社までお気軽にお問い合わせください。 

 

3. 1 月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容 

発行日 発行元 通達番号 内容 

1 月 3 日 BI Press Release 

移民局（Bureau of Immigration）は、

全ての外国人登録カード保有者に対し、

2026 年 3 月 1 日までに年次報告

（Annual Report）を完了するよう呼びか

けています。 

1 月 12 日 PEZA 
Memorandum Order 

No. 001-2026 

フィリピン経済区庁（Philippine Economic 

Zone Authority）は、Business 

Enterprise Registration Management 

System（BERMS）を通じた ESD

（Enterprise Service Division）クリアラ

ンスの申請・発行に関するガイドラインを公表

しました。 

1 月 16 日 DOLE 
Advisory 

No. 02-2026 

労働雇用省（DOLE: Department of 

Labor and Employment）は、外国人雇

用許可（AEP: Alien Employment 

Permit）のキャンセル申請時に使用していた

AEP カード返納用ボックスの使用を終了する

と発表しました。今後は、管轄の DOLE 窓口

にて直接 AEP カードの返納およびキャンセル

申請を行う必要があります。 

以上 
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 ベトナム  

ベトナム駐在員の帰任（本帰国）時の手続き 

 

1. はじめに 

この時期、多くの駐在員の方が日本へ帰任（本帰国）されます。 

本稿では、ベトナム駐在員が帰任する際に必要となる主な税務・労務・出入国関連手続きについて、実務上の

留意点を交えて解説します。 

 

2. ベトナム個人所得税（Personal Income Tax：PIT）の精算と確定申告 

通常、個人所得税の確定申告期限は、会社または駐在員事務所等名義での申告は 3 月末、個人名義での

申告は 4 月末までに実施します。一方、帰任時における申告方法は、帰任する暦年のベトナム滞在日数に応じ

て、以下の通り申告する必要がございます。 

• 183 日未満の場合：非居住者として、帰任時までのベトナム源泉所得のみ申告します。 

• 183 日以上の場合：居住者として、帰任時までの全世界所得を申告します。 

 

 

 

 

 

FAIR CONSULTING GROUP PHILIPPINES, INC. 

Unit 12D 12th Floor MAKATI COMMERCE TOWER 236 Sen. 

Gil Puyat Avenue San Antonio 1229 City of Makati 

Fourth District National Capital Region (NCR), Philippines 

Tel:+63-2-5322-6470 

杉山 陽祐（米国公認会計士・米国税理士）yo.sugiyama@faircongrp.com 

大久保 匠悟（日本公認会計士）sho.okubo@faircongrp.com 

                                       YouTube で動画公開しています。 

                                       https://youtu.be/vB2uUlhhLDo&t 

                                           https://youtu.be/UkJTVsgtXvg 

                                            https://youtu.be/JJ5eU-U6x3I 

mailto:yo.sugiyama@faircongrp.com
mailto:sho.okubo@faircongrp.com
https://youtu.be/vB2uUlhhLDo&t
https://youtu.be/UkJTVsgtXvg
https://youtu.be/JJ5eU-U6x3I
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3. 社会保険の脱退一時金（One-time Social Insurance） 

一定の条件を満たす場合、社会保険の積立金について脱退一時金の支給を受けることが可能です。 

外国人労働者の場合、一般的には以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 

• 労働契約の終了  

• 労働許可証（Work Permit：WP）の有効期限が満了し、更新されないこと 

 

一時金の支給額は、「社会保険料を支払った年数 x 社会保険料算定賃金の平均賃金の 2 ヵ月分/1 年」

として計算されます。なお、社会保険料の支払期間が 1 年未満の場合は、実際に支払った保険料額が支給され

ますが、その金額は平均賃金の 2 ヵ月分を上限とします。 

 

※企業内転勤（同一企業の海外支社・現地法人等への出向・転勤）としてベトナムに勤務している方について

は、政令 143/2018/ND-CP 号、2024 年社会保険法に基づき、社会保険の加入義務が免除されるケースが

あります。この場合、社会保険未加入となるため、脱退一時金の対象外となります。 

 

4. 労働許可証（WP）の返却手続き 

ベトナム労働法および関連政令により、WP が効力を失った日から 15 日以内に、発給元の労働局へ原本を返

却する義務があります。 

実務上、WP の返却は雇用主の責任で行われ、一般的な流れは以下の通りです。 

• 帰国前に、駐在員本人が WP 原本を会社へ返却 

• 人事・総務部門または外部専門家が代理で返却 

 

なお、出国時にはパスポートおよび有効なビザまたはレジデンスカード（Temporary Residence Card：

TRC）があれば足り、WP を携行していなくても出国に支障はありません。 

 

5. レジデンスカード（TRC）・ビザの返却と出国 

駐在員に発行されている TRC についても、原則として管轄の入国管理局への返却が求められます。 

法律上、WP のような明確な返却期限は定められていませんが、TRC は以下のいずれかの方法で返却されます。 

• 方法①：帰任前、会社は駐在員の TRC を返却し、帰国日までの滞在延長を申請する。 

• 方法②：帰任後、可能な限り速やかに返却する。 

※方法②を選択する場合の実務上の対応： 

• 出国時まで TRC を保持 

• 帰国後、会社または代行業者へ郵送のうえ返却 
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なお、TRC または有効なビザ/滞在延長許可を所持していない場合、出国できませんので十分ご注意ください。 

 

6. まとめ 

駐在員の帰任時には、PIT の精算、社会保険の取扱い、労働許可証や在留資格の整理など、複数の手続き

を期限内に適切に行う必要があります。 

これらの対応を誤ると、追徴課税や行政罰、さらには将来的な再入国・再就労時の支障につながる可能性もあ

ります。また、上記以外にも個別の事情に応じて追加の手続きが発生する場合があります。 

帰任対応にあたっては、人事・総務部門、または入管・労働・税務に精通した専門家へ事前に確認されることを

推奨します。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Consulting Vietnam Joint Stock Company 

■Hanoi Office  

3F, Leadvisors Place, 41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam 

TEL：+ 84 24 3974 4839 

大西 智之 （日本国公認会計士）to.onishi@faircongrp.com 

■Ho Chi Minh Office  

Unit 7, 8th Floor, Riverbank Place, 3C Ton Duc Thang St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi 

Minh City, Vietnam 

TEL：+ 84 28 3910 1480 

葉山暁彦 (日本国公認会計士) ak.hayama@faircongrp.com 

山本はるか ha.yamamoto@faircongrp.com 

                           YouTube で動画公開しています。 

                          https://youtu.be/zYl7wJYao7w  

mailto:to.onishi@faircongrp.com
file:///C:/Users/石嶋美伶/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7TYCQ2HM/ak.hayama@faircongrp.com
ha.yamamoto@faircongrp.com
https://youtu.be/zYl7wJYao7w
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 マレーシア  

１．マレーシアの確定申告 

 マレーシアでは毎年 4 月末までに前年の給与など個人の収入について、個人の所得税（Individual Tax）の確定

申告を行なう必要があります。なお、電子申告の場合、15 日間の猶予期間が設けられています。 

2025 年度の確定申告シーズンが到来しますので、3 つのポイントをご説明します。 

 

① 居住者判定 

居住者か非居住者によって適用される税率が異なります。居住者の場合は 1%~30%までの累進税率が適

用され、非居住者の場合は一律 30%の税率が適用されます。 

 

以下のいずれかに該当する者が、マレーシアの居住者となります。 

• 暦年（1 月〜12 月）で 182 日以上マレーシア国内に滞在する者 

• その暦年での滞在期間は 182 日未満であるが、前年または翌年に関連して連続かつ継続的に 182 日以

上滞在している場合 

• その暦年で 90 日以上マレーシアに滞在し、かつ直前の 4 暦年のうち 3 暦年に 90 日以上マレーシアに滞

在している、またはマレーシアの居住者である場合 

• その暦年の直前の 3 暦年において、マレーシアの居住者である場合で、その暦年の翌年も居住者と認定さ

れる場合 

 

② 給与所得の対象に含めるもの 

会社から支給を受ける給与・賞与の他に、現物給付についても給与所得に該当しますので、税金計算に含め

る必要があります。現物給付の例として、会社が負担する家賃、車の貸与費用、通勤手当、マレーシアの税金、

学校の授業料などがあります。 
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③ 所得控除 

居住者に該当する場合、以下のような所得控除の適用を受けることができます。 

所得控除の対象（2025 年課税年度） 

Tax relief (YA2025） 

金額（RM） 

Amount 

基礎控除（納税者本人） 

Personal relief （Tax payer) 

9,000 

配偶者（同居が条件）の扶養控除（配偶者が申告しない場合） 

※配偶者が配偶者ビザを取得している場合に限る 

Spouse relief (only if spouse does not file a tax return and living 

together during the year with valid dependent pass） 

4,000 

子供の扶養控除（18 歳未満） 

Child relief for children under 18 years old 

2,000(1 人につき) 

(Per 1 child) 

子供の扶養控除（18 歳以上で大学などの高等教育を受けている場合のみ、日本の

大学を含む） 

Child relief for children of 18 or above receiving a higher education 

like university or college, including universities in Japan)  

8,000(1 人につき) 

(Per 1 child) 

両親および祖父母のマレーシアにおける医療費   

(i) 医療処置、歯科治療、医療ケアおよび特別な医療ニーズ 

(ii) 総合健康診断および予防接種（上限 RM1,000） 

Medical expenses for parents and grandparents in Malaysia 

(i) Full medical check-up and vaccinations (Restricted to RM1,000) 

(ii) Medical treatment, dental treatment, medical care and special 

needs  

Up to 8,000 

納税者本人、配偶者及び子供の重い病気に係る医療費 (癌、心臓発作、慢性肝

疾患、脳腫瘍など)、不妊治療に係る費用（上限ＲＭ10,000 まで）。 

健康診断費用（最大 RM1,000）、ワクチン接種費用（最大 RM1,000）、病院

での COVID-19 検査費用及び COVID-19 のセルフ検査キット購入費用、心療内

科の受診費用、自閉症、ADHD、GDD、知的障害、ダウン症、学習障害を持つ児

童にかかった費用（最大 RM6,000）も含む。 

歯科検診等の費用, Medical Device Act 2012 [Act 737]登録の自己健康管

理用機器の購入、疾病検査（検診）にかかる費用 

Medical expenses for taxpayer, spouse and children on serious 

diseases (e.g. Cancer, Heart Attack, Chronic Liver Disease, Brain 

Up to RM10,000 
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Tumor and etc.) and fertility treatment including RM1,000 for 

vaccination expenses (max) and RM1,000 for medical examination 

expenses (max) which includes COVID-19 detection test or purchase 

of COVID-19 self-detection test kits and mental health examination. 

Early intervention for children with learning disabilities for Autism, 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Global 

Developmental Delay (GDD) Intellectual Disability, Down Syndrome 

and Specific Learning Disabilities limited to RM6,000. Purchase of self-

health monitoring equipment registered under Medical Device Act 

2012 [Act 737], Fees for disease detection tests 

生命保険（日本の保険も可だが、英文証明書等の取得に時間を要する場合がある

ため注意が必要）または、自発的に払った EPF 

Payments for takaful or life insurance premiums (including Japanese 

Insurance) or additional voluntary contribution to EPF. 

Up to 3,000 

EPF（マレーシアの年金、法的に決まった額まで） 

Mandatory contributions to approved schemes or voluntary 

contributions to EPF (excluding private retirement schemes) or 

contributions under any written law. 

UP to 4,000 

教育及び医療保険（日本の保険も可だが、英文証明書等の取得に時間を要する場

合があるため注意が必要） 

Educational endowment insurance, medical insurance (including 

Japanese Insurance) 

Up to 4,000 

ライフスタイル控除 

(i) 本、雑誌、新聞などのサブスクリプション/購入費用(マレーシアの法律で禁じられ

ているものを除く) 

(ii) コンピュータ、スマートフォン、タブレット購入費用（ビジネス用途を除く） 

(iii) ブロードバンドインターネットの契約料（本人名義に限る） 

(iv) 電子新聞の定期購読費用 

(v) 自己能力開発費用 

Lifestyle relief includes the following scope:   

(i) Purchase of books, journals, magazines, printed daily newspapers 

and other similar publications (excluding banned publications); 

(ii) Purchase of computer, smartphone or tablet;   

(iii) Subscription of broadband internet (Under own name); and 

Up to 2,500 
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(iv) Subscription for electronic newspapers. 

(v) Self-development expenses 

追加のライフスタイル控除 

以下のスポーツ関連費用に対する追加控除 

(i) スポーツ活動のためのスポーツ器具購入費 

(ii) スポーツ施設の使用料、入場料 

(iii) スポーツ開発法に基づく承認を受けたスポーツ大会の登録料 

(iv) Sports Development Act 1997 に登録されたスポーツを運営する Sports 

Commissioner 等に登録された団体でのトレーニング費用 

(v) ジム（フィットネス施設）の会員費 

(vi) マレーシア在住の両親向けスポーツ用品購入費・スポーツ活動費 

Additional relief limited to RM1,000 is given to a resident individual 

taxpayer for taxpayer’s own use or for the use of the spouse or child 

and parents for the following: 

(i) Cost of purchasing sports equipment for any sports activity as 

defined under the Sports Development Act 1997; 

(ii) Rental or entrance fees to any sports facilities; and 

(iii) Registration fees for any sports competitions where the organizer 

is approved and licensed by the Commissioner of Sports under 

the Sports Development Act 1997. 

(iv) Training expenses incurred under organizations registered with 

the Sports Commissioner or those managing sports under the 

Sports Development Act 1997. 

(v) Gymnasium membership fees. 

(vi) Cost of purchasing sports equipment and activities for parents 

who are resident in Malaysia. 

Up to 1,000 

授乳器具(働く女性のみ 2 年間に 1 度控除可能、2 歳までの子供に限る) 

Purchase of breastfeeding equipment. This tax relief is applicable to 

working women with child aged up to 2 years and can be claimed 

once every two years. 

Up to 1,000 

チャイルドケアセンター及び幼稚園への授業料(6 歳までの子供に限る) 

Fees paid to childcare centres and kindergartens 

Up to 3,000 
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*For individual taxpayers who enrol their children up to 6 years of 

age, in childcare centres or kindergartens registered with the 

Department of Social Welfare or the Ministry of Education.  

電気自動車（EV）の充電スタンドに関する費用（定額利用料、レンタル料等でビジ

ネス用途を除く）および家庭用生ごみ堆肥化（コンポスト）機 

Amount incurred for the payment of installation, rental, purchase 

including hire-purchase of equipment or subscription fees for use of 

EV charging facility and domestic food waste composting machine. 

Up to 2,500 

初めての住宅取得にかかる住宅ローン利息の支払い 

(売買契約書の締結日が 2025/1/1〜2027/12/31 のもの） 

(i) 住宅用不動産価格が RM500,000 以下の場合 

(ii) 住宅用不動産価格が RM500,000 超〜RM750,000 以下の場合 

Payment of housing loan interest for first home ownership (Sale and 

purchase agreement from 1 January 2025 to 31 December 2027) 

(i) Residential property price up to RM500,000 

(ii)Residential property price exceeding RM500,000 up to 

RM750,000 

(i)Up to 7,000 

(ii)Up to 2,500 

 

※控除項目については英語またはマレー語の証明資料が必要となります。 

   Supporting documents described in English or Bahasa Melayu are required to apply for 

tax relief. 

以上 

以上 Fair Consulting Malaysia Sdn. Bhd. 

Suite 2B-2-1, Level 2, Tower 2B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, 

50470 Kuala Lumpur, Malaysia   

TEL：+ 60 3 2742 7790 

松本 健太朗（日本国公認会計士）ke.matsumoto@faircongrp.com  

池田 莉菜 (日本国公認会計士) ri.ikeda@faircongrp.com 

石井 大輔 (日本国公認会計士) da.ishii@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています。 

https://youtu.be/TZpeq-G9QkY 

https://youtu.be/5aIfxofcfrU 

  

 

mailto:ke.matsumoto@faircongrp.com
mailto:ri.ikeda@faircongrp.com
https://faircongrpcom.sharepoint.com/sites/fcg/Shared%20Documents/Sales-営業情報/マーケティング執筆/東南アジア・インド・オセアニア%20ニュースレター/2024/202411/da.ishii@faircongrp.com
https://youtu.be/TZpeq-G9QkY
https://youtu.be/5aIfxofcfrU
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【本ニュースレターおよび、弊社サービス全般に関するお問い合わせ先】 

株式会社フェアコンサルティング https://www.faircongrp.com/  

〒104-0045 東京都中央区築地一丁目 12-22 コンワビル 7 階 

TEL：+81-3-3541-6863 

Global RM 部 grm@faircongrp.com 

YouTube チャンネルでも、情報発信しています。チャンネル登録もお願いいたします。

https://www.youtube.com/c/FairConsultingGroup    

 

 

 

 

 

 

 

 

「FCGニュースレター 東南アジア・インド・オセアニア」の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。 

「FCGニュースレター東南アジア・インド・オセアニア」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCGニュースレター東南アジア・インド・オセアニア」で提供し

た内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねます

ので、ご了承ください。 

 

【2025 年度版】フェアコンサルティングのご紹介【日本発の会計事務所系

グローバルコンサル】 

https://youtu.be/Howt0CMVSxY 

 

【今、東南アジアで起きていること】生活費の上昇と外国人採用規制について 

https://youtu.be/mgxNoQW8opY 

【今、オセアニア地域で起きていること】現地の物価は？人件費は？ 

https://youtu.be/I6IV__ltokE 
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